
 

協力金(湖西市) 

協力金(湖西市) 

対 象 対象外 持続化給付金(国) 持続化給付金(国) 

対 象 

対象外 

＜該当事業者＞ 

○休業要請の対象 

 【協力金：50万円】 

○売上が前年同月比で 50％以上減少 

  【持続化給付金：法人 200万円、個人 100万円】 

＜該当事業者＞ 

○休業要請の対象 

 【協力金：50万円】 

○売上が前年同月比で 50％未満減少 

  【持続化給付金：対象外】 

＜該当事業者＞ 

○休業要請なし 

 【協力金：対象外】 

○売上が前年同月比で 50％以上減少 

  【持続化給付金：法人 200万円、個人 100万円】 

 

○協力金の対象とならない事業者で、かつ持続化給付 

金の対象外の事業者(売上 20％～50％未満減少)に 

「応援給付金」を支給 

 

コロナに負けるな第２弾！「湖西市 小規模事業者等事業継続応援給付金」 

○「湖西市新型コロナウイルス感染症対策協力金」等の対象とならない事業者のうち、売上が減少して 

いる小規模事業者等(第３次産業)に対して、事業の継続を支援するため「応援給付金」を支給する。 
 

＜該当事業者＞ 

○休業要請なし 

 【協力金：対象外】 

○売上が前年同月比で 20％以上 50％未満減少 

  【持続化給付金：対象外】 

「応援給付金」の対象 


